
事業系ごみ分別区分と処理の流れ
事業系ごみは，次の区分に分別し，それぞれ指定の場所に搬入してください。
これ以上の分別をし，独自ルートで処理している方はそのままで構いません。

空 き 缶

ペットボトル

古 紙

燃やせないごみ

●新聞・チラシ・コピー用紙
●雑誌・カタログ・パンフ
レット
●段ボール
●紙パック
●その他資源化可能な紙
（包装紙，ハガキ，名刺等）

個人消費のペットボトルが
対象になります。
中身を出して，すすいでく
ださい。キャップはプラス
チック製容器包装，ラベル
は材質に応じて分別してく
ださい。

個人消費の空き缶が対象となり
ます。
中身を出して，すすいでくださ
い。

個人で購入して使用し
た文房具など個人消費
のプラスチック（容器
包装を除く）ゴム・金
属類ほか

事業系一般廃棄物の適正処理

製紙原料直納者
又は

事業系古紙回収協力店

受入料金：無料

金属回収業者

受入料金：無料

ペットボトル
中間処理センター

受入料金：無料

近文清掃工場（焼却）

処分手数料
83円/10㎏

家庭の燃やせるごみと同
様に分別されたものが対
象です。
冷凍の塊肉などは入れな
いでください。
生ごみは水切りをしっか
りしてください。

廃棄物処分場（埋立）

処分手数料
156円/10㎏

※事業系の紙製容器包装は受入れを行っていません。紙類としての分別をお願いします。
※空きびんは、すべて産業廃棄物での処理になります。
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プラスチック製容器包装 ＲＥＰＬＡ
ファクトリー

受入料金：無料

古紙回収業者に
回収を依頼する

燃やせるごみ

個人消費のプラスチッ
ク製容器包装が対象に
なります。
汚れはすすいでくださ
い。


